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第8条第1号

令和７年度多摩市民館　平和・人権・男女平等学習の開設に伴う講師謝礼の支出につ
いて（伺い）予算執行伺書【0068800-000】【0068804-000】

令和７年度多摩市民館　平和・人権・男女平等学習の開設に伴う講師謝礼の支出につ
いて（伺い）予算執行伺書【0068800-000】【0068804-000】
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（案１） 

 

１ 事 業 名  令和７年度多摩市民館平和･人権･男女平等推進学習 

「戦後80年、いま私たちはどこにいるのか？」 

２ 趣  旨  戦後80年、私たちの社会はどのような変化があったか、外交や農業の政策、医療・介護の制度、

そしてメディアをめぐる状況の変化など、私たちの身の回りで起きていることを多角的に学び、

みんなが幸せになるにはどの様なことが必要か？私たちの今後について考えるきっかけとする。 

３ 主  催  川崎市教育委員会 

４ 実施機関  多摩市民館（多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課） 

５ 実施期間  令和７年１１月２日（日）～令和８年２月２２日（日）  全９回 

６ 内  容  別紙「学習計画書（案２）」のとおり 

７ 対  象  関心のある方 ３０人 公開講座７０人 

８ 受 講 料  無料 

９ 申込み方法  １０月１５日（水）午後３時より来館、電話、ＦＡＸまたはホームページにて受付〔先着順〕 

10 講師派 遣 ･依頼文  別紙「講師依頼文（案３）」のとおり 

11 経費 

  総額 １４８，５００円 

     ０７ 報償費 １４８，５００円 

     ＜内訳＞  

      消費税課税対象者 

・第１回 平賀 典子 新潟大学非常勤講師 

（7,500円×2時間＋消費税1,500円）＝16,500円（単価表I適用） 

・第２回 大野 和興 農業ジャーナリスト 

（7,500円×2時間＋消費税1,500円）＝16,500円（単価表I適用） 

・第３回 猿田 佐世 弁護士（米国登録）  

（15,000円×2時間＋消費税3,000円）＝33,000円（単価表I適用）※人権尊重教育推進事業費 

・第４回 平久 智子（吉良 智子）京都芸術大学非常勤講師 

（7,500円×2時間＋消費税1,500円）＝16,500円（単価表I適用） 

・第５回 山田 健太 専修大学教授 

（15,000円×2時間＋消費税3,000円）＝33,000円（単価表I適用） 

・第７回 疋田 勝 介護老人保健施設樹の丘：事務長 

（7,500円×2時間＋消費税1,500円）＝16,500円（単価表F適用）  

・第８回  谷岡 重則 立正大学非常勤講師 

（7,500円×2時間＋消費税1,500円）＝16,500円（単価表I適用）  

※所得税法第２０４条適用（第２０５条第１項に基づき源泉徴収税額は１０％）、併せて復興特別措

置法に基づき０．２１％の復興特別所得税を徴収。 

12 添付資料 

  学習計画書（案２） 

  講師依頼文（案３） 

  教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業要綱 

  教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業実施要綱 

社会教育振興事業講師等謝礼標準単価表 



○会　　　場　　　 多摩市民館ほか

回 開催日 学習課題／演題 学習のねらい 学習方法 講師・助言者など 謝礼 会場

合計 １４８,５００ 円

視聴覚室８
2月15日（日）
13時30分～

憲法カフェ『あたらしい憲法のは
なし』を語ろう

戦後、配布された日本国憲法を説明する
冊子『あたらしい憲法のはなし』を読みな
がら、グループワークで、戦後80年、世界
情勢や国内情勢が変化したいま、あらた
めて憲法について考える。

現在の人権や平和を考える上で大切な憲法を題材に、参
加者同士で意見交換する憲法カフェを体験することで、と
もに考え、学び合う体験の機会をつくる。

グループワーク

視聴覚室

６
1月24日（土）
13時30分～

ふれあい館でハルモニのお話を
聞く

戦後、ハルモニの皆さんはどのように歩
んできたか、実体験のお話を伺う。

外国人労働者が増加して、新たな外国人への排外主義が
台頭する今だからこそ、ハルモニの皆さんの体験を聞くこ
とで、歴史的な人種差別・人権問題について理解を深め、
あらためてこの問題について考える機会とする。

フィールドワーク 崔江以子
ふれあい館 館長

0円
ふれいあい館

（フィールドワーク）

7,500円×2時間×1.1＝
16,500円（標準単価表F）

視聴覚室

９
2月22日（日）
13時30分～

まとめ・振り返り

これまでの講座で学んだことから、みんな
が平和に、幸せになるにはどの様なこと
が必要か、私たちの今後について考え
る。

本講座で学んだ、憲法や人権、近年の新たな課題などに
ついて意見交換することにより、平和・人権男女平等推進
学習の理念である、ともに考えて、ともに生きる地域社会を
形成する一助となることを目的として、グループワークを実
施する。

７
1月31日（土）
10時00分～

医療・介護の現状を知る
～安心して地域で暮らし続ける
には～

制度の危機が報じられる医療や介護の現
場はいま、どうなっているか、現役の老人
保健施設職員からお話を伺う。

医療や介護の制度は維持可能なのか、その最前線の現
場で働く方から、現状について知ることで、今後の医療や
介護のあり方、高齢者の人権問題について考える機会と
する。

グループワーク 企画委員 0円

山田 健太
専修大学教授（文学部）専門分野

メディア、ジャーナリズム

15,000円×2時間×1.1＝
33,000円（標準単価表I）

谷岡 重則
立正大学非常勤講師、元世田谷区
社会教育主事、憲法カフェ（横浜）

主催

7,500円×2時間×1.1＝
16,500円（標準単価表I）

講座
疋田　勝

樹の丘（川崎医療生活協同組合の
老人保健施設）事務長

講座

講座

平久 智子(吉良　智子）
千葉大学大学院人文社会科学研

究科特別研究員、東洋英和女学院
大学、京都造形芸術大学、実践女
子大学非常勤講師（美術史・ジェン

ダー史）

7,500円×2時間×1.1＝
16,500円（標準単価表I）

第１会議室

第１会議室

４
12月14日（日）
13時30分～

見る男性、見られる女性
～ジェンダーとメディア～

戦後、女性はどのような客体として描写さ
れ、メディアなどで表現されてきたか、過
去の変遷から学ぶ。

女性への偏見はいまだに根強く、その偏見はメディアによ
る影響が大きいため、様々なメディア媒体による女性の表
現の変遷について、学ぶ機会とする。

５
12月21日（日）
13時30分～

SNSとの付き合い方
～フェイクニュースとメディア～

近年、SNSを含め、新たなメディアが台頭
し、情報があふれる社会となっている。ど
のように情報を得るべきか、メディア論か
ら学ぶ。

技術の発達により情報過多となっている世界で、誤情報に
振り回されず、個人の名誉や人権を侵害しないように、どう
やって情報を取捨選択すればよいかを考える機会とする。

7,500円×2時間×1.1＝
16,500円（標準単価表I）

第１会議室

３
12月6日（土）
13時30分～

外交で平和をつくる

近年、世界情勢が悪化し、戦争や紛争の
報道が増えている。戦争を回避し、平和に
生きるにはどうすれば良いか、様々な事
例から学ぶ。

一度戦争が起きてしまうと、平和も人権も守ることはできな
いため、戦争を起こさない、起こさせない外交が大切であ
ることを、あらためて考える機会とする。

講座
（公開講座）

猿田 佐世
米国ニューヨーク州弁護士登録、ア
メリカン大学国際関係学部・国際政
治・国際紛争解決学修士号、NPO
法人新外交イニシアティブ理事

15,000円×2時間×1.1＝
33,000円（標準単価表I）

大会議室

２
11月23日（日）
13時30分～

農と食の戦後史
～敗戦からポストコロナまで～

戦後から現在に至る、農業政策の変遷に
ついて、日本農業新聞（国内唯一の農業
専門紙）の元記者の方から学ぶ。

身近なお米の高騰の問題から食料自給率の問題等、農業
政策の変遷を学ぶことで、私たち一人一人の平和な暮らし
を維持するため、農業政策はどのようにあるべきかを考え
る機会とする。

講座
大野 和興

農業ジャーナリスト、特定非営利活
動法人日本消費者連盟顧問

第１会議室１
11月2日（日）
13時30分～

その「いいニオイ」公害です
～くらしにあふれる人工香料～

最初に本講座の趣旨と企画内容全体に
ついて、企画委員から参加者に説明を行
う。

最新の公害とも言えるマイクロプラスチッ
クの問題ともつながる、柔軟剤等の香りづ
けによる香害について実態を学ぶ。

戦後の高度経済成長に伴い様々な公害による人権問題
が発生したが、その最新の課題とも言えるマイクロプラス
チックに関連する人権侵害、化学物質由来の香害につい
て知る機会とする。

講座

学習内容

令和７年度　多摩市民館　平和・人権・男女平等推進学習　　学習計画表（案２）

○主　　　題　　戦後80年、いま私たちはどこにいるのか？ ○期　　　間　　11月2日（日）　～　2月22日（日）
○時　　　間　　講座・フィールドワーク　主に13時30分　～　15時30分

○対　　　象     30名【先着】　公開講座　70名【先着】（連続講座30名除く）

○学習目標　　戦後80年、私たちの社会はどのような変化があったか、外交や農業の政策、医療・介護の制度、そしてメディアをめぐる状況の変化など、私たちの身の回りで起きていることを多角的に学び、
　　　　　　　　 　みんなが幸せになるにはどの様なことが必要か？私たちの今後について考えるきっかけとする。

企画委員

平賀　典子
新潟大学非常勤講師、日本消費者

連盟、香害をなくす連絡会

０円

7,500円×2時間×1.1＝
16,500円（標準単価表I）



（案３） 
７川 多 生 学 第   号 

年  月  日  
            様 

                    

   川崎市多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課長  
（多摩市民館長）坂尾 康章  

 
令和７年度多摩市民館平和・人権・男女平等推進学習 

「戦後 80年、いま私たちはどこにいるのか？」の開催に伴う講師について（依頼） 
 

 時下、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 
 平素は、市民館活動について、御理解御協力をいただき心から感謝申し上げます。 
 先に御内諾いただきました平和・人権男女平等推進学習として「戦後 80年、いま私たちはどこ

にいるのか？」を次のとおり開催致しますので、御指導いただきますようお願い致します。 
 
１ 日  時      年  月  日（ ）午前  時～  時 
２ 会  場 多摩市民館  
３ 対  象 関心のある方 
４ 内  容 別紙プログラムを御参照願います。 
５ 主  催 川崎市教育委員会 
６ 実施機関 多摩市民館（多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課） 
７ 謝  礼 講師謝礼     円（____円×＿＿時間＋消費税____円） 

  ※講師謝礼には、交通費を含ませていただいており、かつ源泉所得税及び復興特

別所得税のため１０.２１％を源泉徴収させていただきます。 
８ そ の 他 事前に受講者に送付する資料がございましたら、御連絡いただきますようお願い

いたします。 
 

（連絡先） 
多摩区役所まちづくり推進部生涯学習支援課  

              （多摩市民館社会教育振興係） 坂東 啓吾  
   〒214-8570 川崎市多摩区登戸１７７５－１  

TEL：044-935-3333 FAX：044-935-3398  
E-mail：88tamasi@city.kawasaki.jp  

mailto:88tamasi@city.kawasaki.jp


教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業要綱 

（趣旨） 
第 1 条 この要綱は、教育基本法（平成１８年法律第１２０号）、社会教育法（昭和２４年

法律第２０７号）、川崎市教育文化会館条例（昭和４２年川崎市条例第１８号）第３条、

川崎市市民館条例（昭和４７年川崎市条例第３８号）第３条の規定に基づき実施する社

会教育振興事業について、必要な事項を定めるものとする。 

（基本方針） 
第２条 社会教育振興事業の実施にあたっては、民主主義の精神にのっとり、平和と基本

的人権を尊重し、市民が自らの学びを創造する豊かで活力のある地域社会の実現をめざ

すこととし、次の基本方針を定める。 
（１）市民一人ひとりの学習する権利と自由を保障し、市民の主体的な学習活動を振興す

る。 
（２）人権尊重の精神に基づき、市民一人ひとりが互いに認め合い共に生きる社会の創造

をめざす。 
（３）市民の主体的な学習活動の振興を通して、市民参画と協働による市民自治の実現を

めざす。 
（教育事業） 

第３条 前条の基本方針に基づき、次の社会教育振興事業を行う。 
（１）社会参加・共生推進学習事業  

社会参加の機会を得にくい方を対象に、必要な知識の習得や体験等の学習機会の提

供を通して、社会参加促進に向けた支援を推進する。また、学習活動に市民ボランテ

ィアが共同学習者として参画することを通して、共に生きる地域社会の実現をめざす。 
（２）市民自治基礎学習事業 
   絶え間なく変化する社会のなかで生じる様々な問題を、共通の課題として主体的に

学び合うことを通して、市民自治の実現に向けた基盤づくりを推進する。 

（３）市民学習・市民活動活性化学習事業 
   地域課題や生活課題の解決に向け、市民が、市民館との協働により自ら学びの場を

創出することを通して、市民の主体的な学習活動を振興するとともに市民活動の活性

化をめざす。 
（４）市民・行政協働・ネットワーク学習事業 

市民の主体的な学習活動や市民活動の活性化に向け、市民と学校、区役所や市民館

などが連携・協力して行う学習活動の振興を図るとともに、広く学習にかかわる情報

や人などのネットワークづくりを推進する。 
（５）現代的課題対応学習事業 
   社会の変化や折々の時代の要請に的確に対応し、喫緊な地域課題の解決に向けた柔

軟な学習活動を推進する。 
（６）教育文化会館・市民館学習環境整備事業 
   教育文化会館・市民館・分館を市民の生涯学習、市民活動の拠点とするために、市



民等の参画に配慮しながら良好な学習環境を整備する。 
２ 前項の実施内容については別途定める。 

（個人情報の取扱い） 
第４条  個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等に基づき、社会教育

振興事業の実施にあたり知り得た個人情報については、漏えいその他の事故を防止する

ため、適切に維持管理しなければならない。 
附  則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し、改正の要綱は、令和５年４月１日から適用する。 

附  則 
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



 

教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業実施要綱 

（趣旨） 
第１条  教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業要綱（平成２２年４月１日付け２

１川教生第８５７号）に基づき、教育文化会館・市民館・分館（指定管理者が管理を行

う市民館及び分館を除く。）・区生涯学習支援担当（以下「市民館等」という。）における

社会教育振興事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。 
（実施内容） 

第２条 社会教育振興事業の実施内容については、別表に掲げるとおりとする。 
（社会教育振興事業の実施） 

第３条 社会教育振興事業の実施にあたっては、あらかじめ学習内容を綿密に検討の上、

学習計画書（別記様式）等を作成するものとし、内容検討の際には、継続的な学習及び

参加者相互の学び合いに配慮するものとする。 
（講師謝礼額） 

第４条 社会教育振興事業の実施にあたり、講師謝礼の支出が必要な場合には、市民館等

は、別途定める社会教育振興事業講師等謝礼標準単価表に基づき支払うものとする。 

附  則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正要綱は、平成２３年１２月２１日から施行する。 

附 則 
 この改正要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 
 この改正要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２８年５月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成２８年１１月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 



 

 この要綱は、平成３１年５月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
 



 

別表（第２条関係） 
１ 社会参加・共生推進学習事業 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

識字学習活動 

 川崎市多文化共生社会推進指針、川崎市地域日本語

教育推進方針、外国人教育基本方針及び川崎市識字・

日本語学習活動の指針に基づき、外国人市民等が日本

での生活を円滑に営めるように、日常生活に必要な基

礎的日本語を身につけるための学習を支援する。ま

た、学習者と支援者（ボランティア）が共に学び合う

関係づくりに配慮し、多文化共生社会の実現を目指

す。 

１ 対象：外国人市民等 

２ 定員：各館の計画による。 

３ 回数：週 1 回程度（年間 30～

40 回程度） 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・「教育文化会館・市民館識字学習活動実施要綱」に基づき実施すること。 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること。 

・学習者、ボランティア及び職員の協働による運営を図ること。 

・学習者の実態及びレベルに合わせて多様な学習方法を工夫すること。 

・課外活動等を通して仲間づくり及び地域との交流を図ること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

多文化共生サロン 

 外国人市民等が、互いの多様な文化を認め合いなが

ら、地域の中で交流し、外国人市民等の主体的なつな

がりづくりの促進を図り、多文化共生社会の実現を目

指す広場事業を実施する。 

１ 対象：外国人市民等 

２ 定員：各館の計画による。 

３ 時間：各館の計画による。 

[留意点] 

・実施は各館の計画によること。 

・川崎市多文化共生社会推進指針、川崎市地域日本語教育推進方針、外国人教育基本方針

及び川崎市識字・日本語学習活動の指針に留意すること。 

・学習者、ボランティア及び職員の協働による運営を図ること。 

・課外活動等を通して仲間づくり及び地域との交流を図ること。 

・ＩＣＴを活用した取組に留意すること。 



 

 

識字 

ボランティア 

研修 

 川崎市地域日本語教育推進方針及び川崎市識字・日

本語学習活動の指針に基づき、識字学習活動に関わる

ボランティア等の資質向上に関する学習機会を提供

することにより、多文化共生社会の実現を目指す。 

１ 対象：識字学習活動のボランテ

ィア及び関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：入門者向けの研修は 20

時間程度、経験者向けの研修は各

館の計画による。 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・実施は各館の計画によること。 

・学習者とボランティアが共に学び合う関係づくりに配慮すること。 

・修了者のアフターケアや地域での日本語学習活動の広がりに配慮しながら学習計画を立

案すること。 

・実習及び派遣を取り入れることも考慮すること。 

・入門研修又は経験者を対象とした研修のいずれも可とする。 

・学習計画の立案は、ボランティアの意見を参考にすること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

社会人学級 

 様々な事情により十分に学習できなかった人及び

学び直したい人を対象に、中学課程の学習領域で、国

語、数学等の日常生活を送るために不可欠な基礎的知

識と教養を学ぶ機会を提供し、学習者が共に学び合

い、より主体的に生きることを目指す。 

１ 対象：15歳以上 

２ 定員：20人程度 

３ 回数：週 1 回程度（年間 30 回

程度） 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・全市で１事業実施すること。 

・学習計画の立案や運営に際しては、参加者間の学び合い等に配慮すること。 

・課外活動等を取り入れながら仲間づくりに配慮すること。 

・１科目のみの参加も可とする。 

・学習者の主体性を活かした運営方法に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

・業務委託による実施も可とする。 



 

 

障害者 

社会参加学習活動 

 地域での体験活動、交流等の学習機会を提供するこ

とを通して、障害のある人の社会参加促進を図るとと

もに、ノーマライゼーションの理念に基づき共に生き

る地域社会の実現を目指す。 

１ 対象：主に知的障害のある市民 

２ 定員：各館の計画による。 

３ 回数：月 1 回程度（年間 10 回

程度） 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること。 

・市民のボランティア活動に留意すること。 

・障害者団体、福祉施設等との連携に配慮すること。 

・学習者、ボランティア及び職員の協働による運営を図ること。 

・各館の都合及び事業内容によって、対象を変えることができる。 

障害者 

ボランティア 

研修 

 「障害者社会参加学習活動」のボランティア等に、

障害者の理解、ボランティア活動のあり方等に関する

学習機会を提供することにより、障害者の学習権保障

の充実とボランティアの人権意識の向上を目指す。 

１ 対象：「障害者社会参加学習活

動」のボランティアスタッフ及

び関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・全市で１事業以上実施すること。 

・複数の研修の実施も可とする。 

・入門研修又は経験者を対象とした研修のいずれも可とする。 

・学習計画の立案は、ボランティアの意見を参考にすること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 



 

 
２ 市民自治基礎学習事業 

[普遍的課題学習活動] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

平和･人権・男女平等推進

学習 

 憲法及び教育基本法の理念に基づき、世界の平和並

びに人権の尊重、性による差別及び人権に関する問題

解決に向けた学習機会を提供し、共に生きる地域社会

の創造及び男女共同参画社会の形成を目指す。 

１ 対象：関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：20 時間程度（短期実施

の場合には 10時間程度） 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は２事業以上実施すること。 

・学習の企画運営を市民参画により実施するよう努めること。 

・平和、人権及び男女平等に関する学習機会をバランスよく提供できるように留意するこ

と。 

・憲法及び同和問題の学習を考慮すること。 

・子どもの権利に関する学習を考慮すること。 

・平和人権教材（フィルム、ビデオ、図書等）の活用に配慮すること。 

・関連計画である川崎市人権施策推進基本計画に留意すること。 

・人権・男女共同参画室等関係機関との連絡及び調整に努めること。 

・男女の平等な参加に配慮すること。 

・保育活動に配慮すること。 

・学級形式に限らない多様な学習形態を工夫することにより、広く市民が参加できるよう

配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

[世代別学習活動] 

青少年教室事業 
 

 小学生、中学生、高校生等を対象として、青少年期

の課題解決あるいは地域参加に向けた学習機会を提

供するとともに、地域の中での仲間づくり及びつなが

りづくりを促進する。 

１ 対象：小学生、中学生、高校生

等 

２ 定員：各館の計画による。 

３ 時間：各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は「成人教室事業」と合わせて１事業以上実施すること。 

・各区の地域性を事業に生かすこと。 

・多くの青少年が参加できるよう、学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様

な学習形態を工夫すること。 

・対象については、就学者のみに限定せず、広く青少年が参加できるよう配慮すること。 

・修了後の自主的な活動に向けた仲間づくりに配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

 
 



 

成人教室事業 

 成人層を対象として、成人期の課題解決あるいは地

域参加に向けた学習機会を提供するとともに、地域の

中での仲間づくり及びつながりづくりを促進する。 

１ 対象：概ね 18 歳以上の市民 

２ 定員：各館の計画による。 

３ 時間：各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は「青少年教室事業」と合わせて１事業以上実施すること。 

・各区の地域性を事業に生かすこと。 

・成人初期の課題、就労者等の地域参加等の課題に留意すること。 

・多くの市民が参加できるよう、学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様な学

習形態を工夫すること。 

・修了後の自主的な活動に向けた仲間づくりに配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

シニアの社会参加支援

事業 

 シニア世代等を対象として、地域の課題解決あるい

は地域参加に向けた学習機会を提供し、シニア世代等

の市民が、これまで社会で培った豊富な経験、知識及

び多様な能力を活かし、これまで関わりの少なかった

地域社会での様々な活動に参加できるよう支援する。 

１ 対象：概ね 50歳以上の市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：10時間程度 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・１事業以上実施すること。 

・各区の地域性を事業に生かすこと。 

・多くの市民が参加できるよう、学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様な

学習形態を工夫すること。 

・対象については、定年退職者のみに限定せず、広くシニア世代の人々が参加できるよう

配慮すること。 

・修了後の自主的な活動に向けた仲間づくりに配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

高齢者セミナー 

 高齢期の課題解決に向けた学習機会を提供する。

また、学習を通じた、生きがいづくり及び健康づく

りを促進するとともに、幸福な高齢期をおくるため

の支援をする。 

１ 対象：概ね 65歳以上の市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：10時間程度 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること。 

・各区の地域性を事業に生かすこと。 

・修了後の仲間づくりに配慮すること。 

・関係機関との連携に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 



 

 
[子育て・共育学習活動] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

家庭・地域 

教育学級 

子どもを豊かに育む地域社会の創造を目指し、子育

てに関する家庭及び地域課題の学習機会を提供し、親

として市民としての学びを支援する。 

１ 対象：子どもを持つ親及び関心

のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：20 時間程度（短期実施

の場合には 10時間程度） 

４ その他：IＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること（短期実施の場合、２事業以上）。分

館は短期実施を１事業以上すること。 

・学齢期の子を持つ親を対象とした事業にも留意すること。 

・父親が参加しやすい学級づくりに配慮すること。 

・子育ての性別役割分業の払拭に関する学習課題を考慮すること。 

・子どもの人権に関する学習課題を考慮すること。 

・子どもの成長段階に応じた学習に配慮すること。 

・市民館以外の地域の施設を会場にした開催に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

市民館等 

保育活動 

 親等の学習活動への参加を促進し、乳幼児の社会的

成長を支援するために、主催事業に適宜併設する形で

保育活動を実施する。 

１ 対象：各館及び各区生涯学習支

援担当の計画による。 

２ 定員：各館及び各区生涯学習支

援担当の計画による。 

３ 回数･時間：併設事業に準じる。 

[留意点] 

・「教育文化会館及び市民館の学習参加者に係る保育要綱」及び「教育文化会館及び市民館

において保育を実施するにあたっての留意事項」に基づき実施すること。 

・子どもの安全確保を図ること。 

・保育に係わる職員の配置に配慮すること。 

・保育活動を安全かつ適切に行うため、保育室の環境整備に配慮すること。 

保育 

ボランティア 

研修 

 子育てを支援する保育ボランティアの資質の向上

に向けた学習機会を提供することにより、地域で支え

合う子育ての環境醸成を図る。 

１ 対象：市民館保育ボランティア

及び関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：10時間程度 

４ その他：IＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・「教育文化会館及び市民館の学習参加者に係る保育要綱」及び「教育文化会館及び市民館

において保育を実施するにあたっての留意事項」に基づき実施すること。 

・実施は各館の計画によること。 

・保育活動未経験者等を対象とした入門コースも可とする。 



 

・学習計画の立案は、ボランティアの意見を参考にすること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

[家庭教育推進事業] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

各区家庭教育 

推進連絡会 

 市家庭教育推進連絡会における協議に基づき、各区

において、地域や家庭の教育力向上に向けた協議及び

事業実施を行う。 

１ 構成：区ＰＴＡ協議会、校長会、

行政区地域教育会議、教育文化

会館、市民館及び区生涯学習支

援担当 

２ 事務局：教育文化会館、市民館

及び区生涯学習支援担当 

[留意点] 

・「川崎市家庭教育推進連絡会要綱」に基づき実施すること。 

ＰＴＡ 

家庭教育学級 

講師派遣 

 子どもの理解、親の役割、家庭環境及び家庭教育に

関する地域における諸課題等についてＰＴＡが実施

する家庭教育学級に対し、講師派遣等の支援を行うこ

とにより、子どもの健全な成長に向けた、学校、家庭

及び地域の連携による学習活動の振興を図る。 

１ 対象：市ＰＴＡ連絡協議会、区

ＰＴＡ協議会及び単位ＰＴＡ等 

２ 定員：各ＰＴＡ等の計画による 

３ 回数：各ＰＴＡ等の計画による 

[留意点] 

・「ＰＴＡ家庭教育学級講師派遣実施要領」に基づき実施すること。 

子育て支援 

啓発事業 

 地域における身近な子育て関連情報を保護者等に

幅広く提供するために、子育て情報冊子等の作成及び

配布、保護者同士の交流を図るための集会等の開催を

行う。 

各館の計画による。 

［留意点］ 

・実施は各館の計画によること。 

・子育て支援を推進している関係機関との連携に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン事業、デジタル資料の配信等の取組に留意すると。 

家庭教育 

支援講座 

より多くの保護者が家庭教育について学ぶことが

できるように、多様な主体と連携して家庭教育に関す

る気軽に参加しやすい学習機会を提供し、子どもを持

つ親の親として市民としての学びを支援する。 

各館及び各区生涯学習支援担当の

計画による。 

[留意点] 

・実施は各館及び各区生涯学習支援担当の計画によること。 

・これまで教育文化会館・市民館・分館社会教育振興事業への参加経験のない市民が気軽

に参加できるよう、内容及び実施方法に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 



 

 
３ 市民学習・市民活動活性化学習事業 

[市民自主学級] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

市民自主学級 

 市民と各館の協働により、地域や社会の課題解決に

市民自らが取り組むために必要な学びの場を創り、市

民の主体的な学習活動及び市民活動を活性化する。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・「川崎市教育文化会館・市民館市民自主学級開設及び市民自主企画事業実施要綱」に基

づき実施すること。 

・各館の事情に応じ、企画応募の案内、手引き等を作成し、実施すること。 

・学級開設の各段階において、学級を開設する市民グループと関係団体等とのネットワー

クづくりに配慮すること。 

・契約手続きは適切に行うこと。 

[市民自主企画事業] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

市民自主 

企画事業 

地域や社会の課題解決や地域の特性に応じた生涯

学習及び文化芸術の振興や、市民活動のネットワーク

化の活性化等を目的として、集会、講演会等多様な形

態の学習事業を市民と各館が協働で実施する。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・「川崎市教育文化会館・市民館市民自主学級開設及び市民自主企画事業実施要綱」に基

づき実施すること。 

・各館の事情に応じ、企画応募の案内、手引き等を作成し、実施すること。 

・事業実施の各段階において、事業を実施する市民グループと関係団体等とのネットワー

クづくりに配慮すること。 

・契約手続きは適切に行うこと。 



 

 
  [市民エンパワーメント事業] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

市民 

エンパワーメント 

研修 

市民活動及びボランティア活動に関する学習機会

を提供することにより、市民自らが考えながら生活、

地域課題等に取り組むことができるように、市民主体

の地域づくりを支援する。 

１ 対象：市民活動、ボランティア

活動等に関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ 時間：10時間程度 

４ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館の計画による。 

[留意点] 

・各館で１事業以上実施すること。 

・学習成果が広く市民の生涯学習及び市民活動に結びつくよう配慮すること。 

・市民の生涯学習を企画及びコーディネートする人材の育成に配慮すること。 

・分館のみ保育ボランティア研修の内容での実施を可とする。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

市民講師事業 

地域の生涯学習における、「教え、学び合う」場づ

くりを目指し、様々な分野において豊富な経験、資格、

技術等を持っている市民が、「市民講師」として活躍

できるよう育成及び支援を行う。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること。分館は各館の計画によること。 

・講師として必要な知識、技能等を学ぶための育成講座、研修事業等を実施すること。 

・座学だけでなく実習の実施等、実践に向けた学習に留意すること。 

・地域人材育成等を行っている川崎市生涯学習財団等の関係団体との連携に留意すること。 

・市民講師を活用した講座等の実施等、活動のきっかけづくりに留意すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

「地域の寺子屋事業」

に関する研修等事業 
 

「地域の寺子屋事業」に参画し、開設、運営等をコ

ーディネートする市民の育成及び支援を目的とする

研修等を実施する。 

１ 対象：「地域の寺子屋事業」に

関心のある市民 

２ 定員：20人程度 

３ その他：ＩＣＴを活用して実施

する場合は各館及び各区生涯学

習支援担当の計画による。 

[留意点] 

・「地域の寺子屋事業」の事業所管と協働で取り組むこと。 

・地域の寺子屋事業に関する研修等実施要領に基づき実施すること。 

・「寺子屋先生スキルアップ研修」及び「寺子屋情報交換会」を、全市で連携し、南部、中

部及び北部での実施等、全市で各３事業以上の実施を基本とすること。 

・既設の地域の寺子屋との連携に留意すること。 

・地域教育会議、ＰＴＡ、その他関係する市民団体等、地域団体等との連携に留意するこ

と。 

 



 

 
 
 
 
 
 

リカレント教育推進事

業 

市民の学び直しの学習機会を提供することにより、

市民自身が生涯にわたり学び続けていく自己啓発活

動等の促進を図る。 
各館の計画による。 

[留意点] 

・実施は各館の計画によること。 

・専門性の高い文化教養学習及び技能技術の向上につながる学習のきっかけとなるよう留

意すること。 

・かわさき市民アカデミー、川崎市生涯学習財団等の関係機関との連携に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

ＰＴＡ活動 

研修 

子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動のあり

方等についての学習機会を提供することにより、各学

区及び行政区の特色を生かしたＰＴＡ活動の活性化

を図る。 

１ 対象：ＰＴＡ役員、委員及び会

員 

２ 定員：各館及び各区生涯学習支

援担当の計画による。 

３ 時間：各館及び各区生涯学習支

援担当の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館、市民館及び各区生涯学習支援担当で実施すること。 

・ＰＴＡ活動に結びつく研修とすること。 

・地域の教育力を高めることに配慮すること。 

・区Ｐ協との連携を図ること。 

・子どもの人権に関する学習を考慮すること。 

・外国人教育基本方針に関する学習を考慮すること。 

・父親の育児参加に関する学習を考慮すること。 

・ＰＴＡ活動への外国人会員の参加を促すよう配慮すること。 

生涯学習 

交流集会 

いきいきとした各区の社会教育の展開に向けた、意

見交換、成果発表等の交流を通して、市民が主体的に

学ぶ地域の生涯学習環境の醸成を図る。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること。分館は各館の計画によること。 

・市民館事業参加者及び自主的に行っている活動がこの集会で報告できるよう配慮するこ

と。 

・専門部会委員の参画に配慮すること。 

・イベントを実施するにあたっては市民の参画に配慮すること。 

・ＩＣＴを活用した取組に留意すること。 



 

  [表現・舞台活動支援事業] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

表現・舞台活動 

支援事業 

大ホール、大会議室等を活用した、様々な手法によ

る市民の主体的で自由な表現・舞台活動を育成及び支

援し、市民による地域に根ざした文化芸術の創造を図

る。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・『教育文化会館・市民館「表現・舞台活動支援事業」実施要綱』及び各館実施要領に基

づき実施すること。 

・実施は各館の計画によること。 

・公募による企画委員会又は実行委員会の設置に努めること。 

・活動の成果を市民に公開(発表)すること。 

・事業で創作された作品に関する著作権の帰属とその使用について、関係者と十分に協議

を行うこと。 

・ＩＣＴを活用した取組に留意すること。 

 [学習情報提供・学習相談事業] 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

学習情報提供・ 

学習相談事業 

市民の主体的な学習活動及び市民活動の支援策の

一環として、様々な学習情報及び市民活動情報を収集

し、整理し、適切な形で公開し、提供する。また、求

めに応じ、市民、市民グループ等の生涯学習に関する

相談に対し、情報提供、助言を行う。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・全館で実施すること。 

・公的情報に限定することなく、市民の自主活動情報等、幅広い情報を対象とすること。 

・情報収集に当たっては、分野別、テーマ別等の分類及び整理に努めること。 

・個人情報の適切な維持管理に注意すること。 

・相談しやすい雰囲気づくり及びスペースづくりに配慮すること。 

・関係機関との情報共有を図ること。 

・長期的な視野で学習相談体制構築を目指すこと。 

・ＩＣＴを活用した取組に留意すること。 

学習相談 

ボランティア 

研修 

市民館学習相談ボランティアの資質の向上に向け

た学習機会を提供することにより、市民の主体的な学

習活動及び市民活動の支援推進を図る。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・実施は各館の計画によること。 

・入門研修又は経験者を対象とした研修のいずれも可とする。 

・学習計画の立案は、ボランティアの意見を参考にすること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

 
 



 

４ 市民・行政協働・ネットワーク学習事業 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

行政区・中学校区 

地域教育会議 

推進事業 

子どもがいきいきと育ち、大人も楽しく学べるまち、

ひいてはあらゆる人々が共に生きる地域社会を目指

す行政区及び中学校区地域教育会議の活動を支援及

び促進するとともに、連携及び協働を進めながら地域

の教育力の向上を目指す。 

各地域教育会議の計画による。 

[留意点] 

・「地域教育会議事業実施要綱」に留意すること 

・地域学校協働活動を中心的に推進する立場としての中学校区地域教育会議の位置付け並

びにその活動を支援及び補完する行政区地域教育会議の役割に留意すること。 

・子ども会議の活動促進に留意すること。 

課題別連携事業 

 地域での子育て、福祉、環境、まちづくり等の課題

解決に協働して取り組むため、関係機関及び団体との

連携による会議並びに必要な事業を実施する。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・「課題別連携事業実施要綱」に留意すること。 

・実施は各館の計画によること。 

・必要に応じて市民参画に配慮すること。 

学社融合 

推進事業 

地域社会と学校との連携及び融合の在り方につい

て今後のあるべき姿を探るため、その課題について実

践的な調査、研究等を行う。 

各館及び各区生涯学習支援担当の

計画による。 

[留意点] 

・実施は各館及び各区生涯学習支援担当の計画によること。 

・区教育担当との連携に配慮すること。 

地域学習・文化団体 

連携支援事業 

市民の主体的な学習活動の活性化、地域の文化や教

育力の向上を目指すため、地域の学習活動を推進して

いる学習及び文化団体（サークル連絡会・文化協会・

ＰＴＡ等）への支援並びに相互の連携に向けた支援を

行う。 

各館及び各区生涯学習支援担当の

計画による。 

[留意点] 

・団体の求めに応じての助言、団体相互の連絡及び調整、団体のリーダー育成及び活用等 
の支援を適宜行うこと。 

・実施は各館及び各区生涯学習支援担当の計画によること。 

・共催事業として実施する場合については、「川崎市教育委員会事務局関係事業に係る共

催及び後援に関する事務取扱要綱」に基づくこと。 



 

 
５ 現代的課題対応学習事業 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

地域コミュニティ交

流・学習事業 

地域コミュニティの課題解決あるいは地域コミュ

ニティの活動及び交流に係わる学習機会を提供し、市

民自らが地域の課題解決や活動及び交流に参加して

いけるよう支援する。 

各館の計画による。 

[留意点] 

・実施は各館の計画によること。 

・各区の地域性を生かすこと。 

・多くの市民が参加できるよう、学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様な

学習形態を工夫すること。 

・修了後の自主的な活動に向けた仲間づくりに配慮すること。 

・ＩＣＴを活用したオンラインでの交流、学習、情報発信等の取組に留意すること。 

現代的課題 

学習事業 

 

現代的、今日的な課題に係わる学習機会を提供し、

今を生きる市民の学習を支援する。 
各館の計画による。 

[留意点] 

・教育文化会館及び市民館は１事業以上実施すること。 

・具体的な課題に結びついた学習及び方法に努めること。 

・他の社会教育振興事業には参加しづらい市民等が参加できるよう、学級形式に限らず集

会、講演会、調査、実習等、多様な学習形態を工夫すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

区生涯学習 

支援事業 

 各区生涯学習支援部門が主体となり、地域の抱える

課題解決及び地域の特性を生かした事業等を提供し、

地域づくりを進める。 

各区生涯学習支援担当の計画によ

る。 

[留意点] 

・実施は各区生涯学習支援担当の計画によること。 

・「今後の市民館・図書館のあり方」及び「市民館・図書館の管理・運営の考え方」を踏

まえ、事業推進を図ること。 

・各区の地域性を生かすこと。 

・各区の関係部署等との連携に留意すること。 

・学級形式に限らず集会、講演会、調査、実習等、多様な学習形態を工夫すること。 

・地域の施設を会場にするなど身近な場所での学びの場づくりに留意すること。 

・ＩＣＴを活用したオンライン学習、デジタル教材の配信等の取組に留意すること。 

６ 教育文化会館・市民館学習環境整備事業 

事業名 事   業   内   容 事業ごとの対象・規模 

専門部会 川崎市社会教育委員会議規則に基づいて行う。 
※館における各種の事業の企画実

施について調査審議を行う。 



 

刊行・広報活動 

（1）教育文化会館・市民館活動報告書、学習記録及

び調査研究報告書の作成を行い、学習活動及び地

域情報の蓄積と公開を図る。 

（2）生涯学習に関する情報を提供するため、館だよ

り、ホームページ等の作成を行う。 

各館の計画による。（活動報告書は

各館及び各区生涯学習支援担当の

計画による。） 

[留意点] 

・ＳＮＳ等を活用した情報発信などの取組に留意すること。 

情報機器等 

整備 

総合教育センター視聴覚センターの市民への直接

的な窓口として、教育文化会館及び市民館で情報機器

等の貸出しを行う。 

１ 期間：通年 

２ 対象：視聴覚登録団体 

[留意点] 

・情報機器とは、川崎市視聴覚ライブラリー機材一覧による機器を指す。 

 
 別記様式 

 

    年度 ○○市民館 □□□□学級 学習計画書 
 
○主  題                    

○学習の目的                                       
○期  間         ～        ○時  間        ～        
○対  象                  ○会  場                 

 

回 
開催日

(曜) 
学習課題 学習内容 学習のねらい 学習方法 

講師･指導者

など 
謝礼 

        

        

 



社会教育振興事業講師等謝礼標準単価表 

肩  書 謝礼額（上限額） 区分 

ボランティア 
識字学習活動 ４００／回 

Ａ 
その他 １，０００／回 

事例発表等 １，５００／時間 Ｂ 

講師補助等 ２，５００／時間 Ｃ 

講師 

市民 ３，０００／時間 Ｄ 

サークル会員、代表者等 ５，０００／時間 Ｅ 

NPO 法人等 

企業等 

事務局員、会員、一般社員 ５，０００／時間 

Ｆ 
NPO 法人等の理事等役員・事務局長 

企業中間管理者 
７，５００／時間 

NPO 法人等の理事長・代表理事等 

企業最高管理者・役員等 
１０，０００／時間 

市外公務員・ 
教職員等 

公務員、教員、他都市専門職員（学芸員・

社会教育主事・司書等） 
４，０００／時間 Ｇ 

民間技能者 
有資格専門職 

生活・技術（料理・工作指導）・レクリエ

ーション指導者、インストラクター等 
保育士・看護師・栄養士・介護士等専門職 

６，０００／時間 Ｈ 

研究者、専門家等 

大学講師、民間研究者等 ７，５００／時間 

Ｉ 大学准教授、研究員等 １０，０００／時間 

大学教授、医師、弁護士、評論家、作家等 １５，０００／時間 

その他 
著名研究者、専門家等知名度や他都市にお

ける実績、受講生の規模等に応じて決定す

る。 
３０，０００／時間 Ｊ 

上記基準にあてはまらない場合、団体等で派遣費用を決めている場合、など、基準内での依頼が困

難な場合は、その都度、生涯学習推進課と協議の上、報償費を決定する。 Ｋ 

（注）  単価は 27年 4月改正 

①講師とは、メインの指導者として講義を行うものを指す。 

②謝礼額には往復交通費相当分を含む。 

③川崎市の職員に、時間外或いは勤務を要しない日に、現在の業務内容に関わる講義を依頼する場合は、謝

礼は支払わない。講義内容が現在の業務と係わりのないものである場合は、職員の所属と相談し、講師を

依頼することについて了解が得られた場合は、実費弁償程度の支払は可とする。臨任・非常勤についても

これに準じる。 

④川崎市の教員に、時間外或いは勤務を要しない日に講義を依頼する場合は、教員及び学校長に講師依頼（派

遣依頼）等の手続きを行い、謝礼を支払うものとする。 

⑤市外の公務員・教職員・国立機関の職員への謝礼の支払いについては必ず事前に相手方に確認すること。 

⑥現職による肩書きが明らかでない者については、退職時の職種等により適用する。 

⑦遠隔地から講師を招聘する場合においては、その往復分の交通費実費相当額を加算することができる。 

⑧「市民」とは、特技や社会経験を持つ市民を講師として依頼する場合で、Ｅ～Ｋに当てはまらない場合に

適用する。 

⑨「サークル」とは、地域で共通の趣味・研究をする者の集まりなど同好会的な活動を指し、その趣味・研

究活動を活かして講師を依頼する場合に適用する。 

⑩謝礼額には消費税を含まないので、必要に応じた適正な転嫁を行うこと。 
















